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平成27年度税制改正に関する提言 概要 

2014年 9月 10日 

一般社団法人 日本経済団体連合会 

・ 景気回復の動きが持続。経済成長に伴い、企業収益は改善し、法人税収は構造的に回復。景気回復の効果は賃金、雇用にも及ぶ。 

  アベノミクスにより、経済の好循環を実現しつつある 

・ 景気回復を持続し、経済の中長期的な成長につなげるため、経済成長に資する税制を志向することが重要 

・ アベノミクスによる税収の構造的な増加により、2015年度のプライマリー・バランス赤字半減については達成の見込み。今後、2020年度までの

プライマリー・バランスの黒字化に向け、より一層アベノミクスの成長戦略を後押しすることが必要 

・ 経済界としても、民主導のイノベーションを通じ投資の増大・雇用・賃金の改善につながる経済の好循環を創り出すべく、積極的に取り組む 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．消費税率の引き上げ 

１．法人課税の抜本改革 

以 上 

法人実効税率の引き下げ 

・ 骨太の方針を評価。企業の国際競争力を強化するとともに、日本の立地競争力を高め、対日直接投資を促進し、経済活性化を図るため、

法人実効税率を 2015年度に２％以上引き下げ、３年を目途に 20％台とする。将来的にはＯＥＣＤ諸国の平均、また競合するアジア諸国並

みの 25％へと引き下げる 

・ 利益を生み出す企業に対する実質的な税負担軽減を着実に実行 

２．自動車関係諸税の簡素化・負担軽減 

・消費税率 10％時点での自動車取得税の確実な廃止、あわせ

て導入される自動車税環境性能課税について最低限の負担と

なる制度設計 

・自動車重量税は廃止を含め軽減 

・エコカー減税の拡充・延長、自動車税グリーン化特例の拡充 

・軽自動車税の軽課措置。二輪車の増税対象は新規取得車に

限定  

５．土地・都市税制   

・特定資産の買い換え特例の延長・拡充 

・固定資産税の負担調整措置の維持 ・都市再生促進税制の延長 

８．年金・保険税制   

・確定拠出年金の制度の改善、退職年金等積立金に係る特別法人税の廃止

・生命保険料控除の拡充 

３．エネルギー関係諸税 

・地球温暖化対策税の抜本的な見直し 

・森林吸収源対策等のための使途拡大や新税創設に反対 

・消費税との Tax on Tax の早期解消 

・ 経済状況等を総合的に勘案して、2015年 10月に消費税率 10％へと着実に引き上げ  ・消費税の転嫁に適正に対応 

・ 単一税率を維持。低所得者対策としては当面の間、簡素な給付措置を実施 

Ⅲ．平成27年度税制改正に関する提言 

その他法人課税･･･当初申告要件の見直し、留保金課税の廃止、投資法人等における税会不一致による二重課税の防止、原料用途免税の

本則非課税化、日本貿易保険の特殊会社化に伴う所要の措置 

７．金融・証券税制 

・ジュニアＮＩＳＡの創設、ＮＩＳＡの非課税投資枠、非課税期間の拡充等 

・金融所得課税のさらなる一元化の推進、番号制度への円滑な移行 

４．住宅税制 ・消費税率の再引き上げに伴う負担増の軽減 

・住宅取得等資金の贈与に係る特例の延長・拡充 

・固定資産税の住宅用地特例の維持 

地方法人課税の改革 

・ 国・地方全体の税体系の見直し。地方法人所得課税は国税の法人税に統合し、交付税等により適切に配分するとともに、段階的に税率を引き下げ

・ 外形標準課税の安易な拡大はすべきでない。賃金が課税標準の相当部分を占め、雇用の維持・創出、所得拡大の方向に逆行 

・ 償却資産にかかる固定資産税は廃止も含め抜本的見直し、少なくとも新規取得した機械装置については免除 

欠損金の繰越控除制度 

・ 国際的イコールフッティングの観点から、繰越期間を延長 

・ 当期控除額の範囲（所得の 80％）についても少なくとも現行制

度を維持 

受取配当益金不算入制度 
・ そもそも配当課税は二重課税。国際的イコールフッティングお

よび事業再編の円滑化の観点から、少なくとも現行制度を維持 
・ 持株比率が低いことをもって課税を強化すれば、特定業界に
負担が集中。証券市場への悪影響も懸念 

・ 25%より高い比率に課税を及ぼせば、事業再編を阻害 

国際課税 
・ＢＥＰＳ（税源浸食と利益移転） 
・移転価格税制･･･国別報告の条約方式による共有、施行まで十分な準備期間を確保 

 ・ハイブリッド・ミスマッチ取り決め･･･濫用的な取決めの防止に対象を限定。施行まで一定の準備期間を確保 
・租税条約の推進・・・改定交渉（中国、インド、タイ等）、締結交渉（台湾、ミャンマー、チリ等）の推進 
・タックスヘイブン対策税制・・・トリガー税率の引き下げ、適用除外基準の見直し（ロイズ保険事業、航空機リース、被統括会社の範囲） 
・外国税額控除の改善 ・国境を越えた役務の提供等に係る消費税・・・事業者の追加的な事務負担が生じない制度を設計  

租税特別措置 

・ わが国の将来を支えるために必要なもの、国際的イコールフッ

ティングを実現するために不可欠なものは、維持・拡充や本則

化・恒久化。役割を終えたものは廃止。 

 

 

・ 資源、エネルギー、国際海運、災害復興・防災等の税制の維

持・拡充 

研究開発税制 

・ 研究開発は科学技術イノベーション立国たるわが国が、世界

経済をリードし続けるための生命線 

・ 総額型は研究開発活動を継続的に行う重要なインセンティブ 

・ 期限を迎える税額控除限度額の引き上げ措置（20％→30％）

や研究開発費の範囲を含め、現行制度を維持・拡充 
減価償却制度 

・ 定率法の廃止は新規設備投資を抑制するおそれ 

・ 国際的イコールフッティングの観点から、定率法を維持 

６．印紙税の見直し ・一層の負担軽減 

資料１



平成 27年度税制改正に関する提言 

2014年 9月 10日 

一般社団法人 日本経済団体連合会 

資料２
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Ⅰ．はじめに 

 一昨年の政権交代以降、景気回復の動きが持続している。安倍政権の推進す

る大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略というア

ベノミクスの３本の矢により、昨年度は、実質 2.3%、名目 1.9%の経済成長率を

達成した。経済成長に伴い、企業収益は改善し、平成 24年度からの法人税率の

引き下げにも関わらず、法人税収は構造的に回復している。また、設備投資で

は、2014年 4～6月期の法人企業統計によると、前年同期に比べて 3.0％増と５

期連続で増加傾向にある。さらに、2014年春の賃上げ率では、2.19％と 15年ぶ

りに２％の水準を超えるとともに、本年７月の有効求人倍率は 1.10倍と引き続

き 22年ぶりの高い水準となるなど、景気回復の効果は賃金・雇用にまで着実に

及んでいる。2014年 4～6月四半期別ＧＤＰは、消費税率引き上げの駆け込み需

要の反動減に伴い、国内民需を中心にマイナスとなったが、今後、予算の早期

執行など政策の下支えがある中で、堅調な企業業績、雇用情勢の着実な改善な

どを受け、プラス成長に復帰し、回復基調を続けていくと考える。アベノミク

スにより、日本経済は、経済成長が企業収益の向上に止まらず、賃金・雇用の

改善に結びつく経済の好循環を実現しつつあると言える。 

 今後とも、景気回復の動きを持続させ、日本経済の中長期的な成長につなげ

るためには、成長戦略を着実に実行し、企業の活力を引き出す大胆な規制・制

度改革を断行するとともに、経済成長に資する税制を志向し、企業の投資・事

業活動をより一層促進することが重要である。その点で、６月に閣議決定され

た「経済財政運営と改革の基本方針 2014」（いわゆる「骨太の方針」）におい

て、政府・与党が法人実効税率の引き下げを決定したことを評価する。 

 他方、国の財政状況は、平成 26年度末に国・地方をあわせた長期債務残高が

約 1010 兆円超、対ＧＤＰ比 202％となる見込みである。もっとも、政府目標で

ある「2015 年度のプライマリー・バランス赤字半減」については、消費税率の

引き上げはもとより、アベノミクスによる税収の構造的な増加により、達成で

きる見込みとなった。今後、「2020 年度までのプライマリー・バランスの黒字

化」の実現に向け、よりアベノミクスの成長戦略を後押しすることが必要である。 

 あわせて、財政再建への不断の取り組みとして、社会保障給付の重点化・効

率化をはじめとする社会保障制度改革、電子行政や番号制度の推進、各種規制・

制度の見直し等を通じた行政の効率化による歳出抑制への努力も欠かせない。 

 経済界としても、民主導のイノベーションを通じて、企業業績の向上が、投

資の拡大、雇用・賃金の改善につながる経済の好循環を創り出すべく、引き続
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き積極的に取り組みを進める。経団連として、今後さらに、持続的な成長と豊

かな国民生活の実現に邁進すべく、平成 27年度税制改正の考え方ならびに今後

の税制改正の方向性について、以下のとおり、提言を行う。 

 

Ⅱ．消費税率の引き上げ 

(1) 2015年 10月の消費税率 10％への着実な引き上げ 

 財政の健全化や社会保障制度の持続可能性の確保、成長基盤の創出のために

は、消費税率の引き上げが不可欠である。本年 4月の８％への引き上げにより、

基礎年金国庫負担割合の 2 分の１財源等が確保されたが、10％への引き上げに

おいては、とくにわが国において喫緊の課題となっている子ども・子育て支援

に係る施策への充当が期待される。経済状況等を総合的に勘案して、着実に 10％

へと引き上げるべきである。 

 

(2) 複数税率の導入について 

 現在、与党では、消費税率の引き上げに伴う低所得者対策として、複数税率

の導入が検討されているが、単一税率を維持すべきである。複数税率の導入に

よって、標準税率が 10％で実感できる程度の差をつけると大幅な税収の減少を

招き、社会保障制度の持続可能性を損なう。一方で、税収を補うために標準税

率をさらに高くすることは、国民の理解を得られない。 

 複数税率については、この他にも、対象品目の線引きが困難であり、課税の 

中立性が損なわれること、高額所得者にも複数税率の恩恵が及ぶこと、徴税側・

納税側の事務負担が増加すること等の問題がある。 

 低所得者対策としては、社会保障・税一体改革による給付と負担の全体像を

踏まえつつ、当面の間は、簡素な給付措置を実施すべきである。また、番号制

度の本格的な稼働後においては、給付付き税額控除も１つの選択肢として検討

すべきである。 

 

(3) その他、消費税の引き上げに伴う諸課題への対応 

 消費税の適正転嫁は当然であり、引き続き、転嫁対策法やガイドライン等を

踏まえ、経済界として適切に対応していく。 

 消費税の仕入税額控除制度については、95％ルールの廃止の見直しや事業者

の事務負担軽減策を検討すべきである。 

 福祉車両や損害保険料など仕入税額控除ができない非課税取引については、



 

3 

消費税率の引き上げに伴い、転嫁の難しさにより事業者の負担が拡大するとと

もに、業務の内製化を志向させる税の中立性の課題（セルフ・サプライ・バイ

アス）を拡大させることから、所要の措置を検討すべきである。 

 消費税率の 10％への引上げの際には、８％への引上げ時に生じた課題を踏ま

えた上で、適切な経過措置等の対応を実施すべきである。また、酒税及びたば

こ税といった個別間接税との関係を整理する必要がある。 

 

Ⅲ．平成 27年度税制改正に関する提言 

 日本の立地競争力強化、我が国企業の競争力強化、経済活性化の観点から、

法人課税において実質的な税負担軽減となることが必要であり、国際競争にお

けるイコールフッティングの視点が重要である。 

 

１．法人課税の抜本改革 

(1) 法人実効税率の引き下げ 

 「経済財政運営と改革の基本方針 2014」の中で、法人実効税率については、

成長志向に重点を置いて「来年度から引き下げを開始し、数年で20％台まで引

き下げることを目指す」との画期的な方針が示された。企業の国際競争力を強

化するとともに、日本の立地競争力を高め、対日直接投資を促進し、経済活性

化を図るため、法人実効税率を国際的に遜色ない水準に引き下げることが重要

である。そのため、利益を生み出す企業に対する実質的な税負担軽減となるか

たちで、まず2015年度に2％以上引き下げることから開始し、3年を目途に20％

台とし、将来的にはOECD諸国平均、また、競合するアジア近隣諸国並みの25％

へと引き下げるべきである。経済界としてもアベノミクスの効果を積極経営、

前向きの投資、雇用・賃金の向上につながるよう努力していく所存である。 

 なお、法人実効税率引き下げに関連して代替財源の議論が行われているが、

必要なのは、中長期的・複数年度に亘ってトータルで十分な税収を生み出すた

めの「経済基盤」である。アベノミクスの構造改革の成果として、長く続いた

デフレからの脱却のきざしが見られ、累積欠損金の減少が生じているが、これ

による税収の増は決して一過性の上振れではなく、構造的なものである。内閣

府の「中長期の経済財政に関する試算」では、今後10年（2013年度～2022年度）

の平均成長率が名目3.3％の経済再生ケースでも、2020年のプライマリー･バラ

ンスは対GDP比▲1.8％となっており、黒字化するためには法人実効税率引き下

げを含めたあらゆる成長戦略を確実に実行し、経済の好循環を通じた持続的な
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高い経済成長による課税所得の拡大を図ることが重要である。安易な課税ベー

スの拡大は、我が国経済を再びデフレに陥れる危険性もあるため、避けるべき

である。 

 

(2) 地方法人課税の改革 

 国・地方を合わせた法人所得関係の税収のうち、地方税収（地方法人特別税

を含む）の占める割合は約４割、また法人実効税率のうち、地方分は約３割を

占めている。したがって法人税改革を行うにあたっては、地方法人課税の改革

が不可避である。 

 

① 改革の方向性 

 経済の好循環を継続させ高い経済成長を実現するためには、アベノミクスの

構造改革の成果を全国津々浦々に波及させ、地方経済を活性化することが不可

欠であり、安倍政権においても「地方創生」を最重要課題として取り組んでいる。  

 その為には安定した地方歳入の確保が欠かせないが、地方法人課税、とりわ

け法人所得課税は地域間の偏在性が大きく、税収も不安定で基幹的な地方税と

しては不適切であるばかりか、近年の改正で地方法人特別税や地方法人税が創

設されるなど、より複雑化している。超過課税も負担が法人に偏っている。地

方法人課税の見直しにもかかわらず、現行の自治体の区分を前提とする以上は、

一部の自治体を除き、財源不足の解消の見込みはなく、税収の再配分により、

格差を是正する以外の道はない。応益性を徹底すればするほど、人口が多くサ

ービスが充実している東京等大都市圏に税収は集中し、地域間格差は助長され

る。このため、地方法人課税の見直しにあたっては、単なる財源確保の観点か

らではなく、法人の負担水準のあり方も含め地方税全体の見直しを行うべきで

ある。また、国・地方全体の税体系の見直しを行い、地方の法人所得に対する

課税部分については、国税の法人税に統合し、交付税等により適切に配分する

とともに、国際的イコールフッティングを踏まえ、段階的に税率引き下げを行

うことが、偏在是正、税制の簡素化の観点から望ましい。 

 

② 外形標準課税 

 応益課税としての性格の明確化や税収の安定化といった趣旨で、平成 15年度

に導入された法人事業税の外形標準課税を強化すべきとの意見が一部にあるが、

地方の行政サービスに対する応益課税という意味では、法人住民税の均等割、
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固定資産税、事業所税を含め、所得にかかわらずに負担する地方税全体のあり

方をまず検討し、受益と負担の関連をしっかり整理すべきである（所得にかか

わらずに負担する地方税のうち、欠損法人の負担額は平成 23 年度推計：約 4.5

兆円、平成 24年度推計：約 4.3兆円）。その上で、欠損法人に課税強化するの

ではなく、どうやって欠損法人を減らしていくのかが重要である。 

 しかも、外形標準課税だけでは税収の偏在是正には大きな効果は期待できな

い。所得割を縮減して、外形標準課税を拡大し、見かけ上の実効税率を下げる

といった手法では、むしろ固定費を増やし企業経営のフレキシビリティを阻害

し、経済が縮小に陥るおそれもある。 

 さらに、「賃金」が課税標準の相当部分を占める外形標準課税は、国際的に

みても、廃止、縮減の方向である。外形標準課税強化は国際的な潮流に逆行し、

政府が進める対日直接投資促進の障害になるおそれがある。現行制度のまま、

その拡大を行う場合、賃金・雇用を増やすと増税となることから、雇用の維持・

創出に悪影響が及び、安倍政権が進める政労使の取り組み、所得拡大の方向性

にも逆行する。報酬給与額が増加した場合、雇用安定控除を適用しても、増加

額の 70％は課税対象となり、収益配分額に占める報酬給与額の割合が 70％を下

回る場合は、増加額の 100％が課税対象になる。 

 したがって、外形標準課税の安易な拡大はすべきではない。特に、現在、資

本金 1 億円超の法人に課されている外形標準課税の対象を資本金 1 億円以下の

法人にまで拡大するならば、一般的に人件費の比率の高い中小企業の経営を大

きく圧迫することとなる。地域の雇用の約 8 割を支えている中小企業へは格別

な配慮が必要である。 

  

③ 地方税の損金算入 

 固定資産税、都市計画税、また「事業」に対して課せられる法人事業税等は、

その本質上、所得に課せられる法人税や法人住民税とは異なり、損金算入でき

るのは税の性格上、自然なものであることから、現行制度を維持すべきである。

地方財政審議会の報告書でも、その見直しは慎重に行うべきとされている。 

 

④ 申告・納付の簡素化 

 地方法人課税は、税目やその課税ベースが多様である上に、申告書類が多く、

計算が複雑であり、また税率の異なる都道府県、市町村毎に申告・納付を要す

ることから、法人、特に全国に展開している法人にとっては、納税に係る事務
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負担が大きい。これら負担を軽減させるべく、付加価値割の課税標準など、計

算の簡素化、申告書類の削減、申告の電子化徹底、フォーマットの統一、自治

体毎の税率の一覧性向上、等の見直しを速やかに行うべきである。また、平成

28 年 1 月に予定されている番号制度の利用開始とあわせ、本店が所在する都道

府県等への地方税の一括納付を可能とするシステムについても、導入を検討す

べきである。 

 

⑤ 償却資産に係る固定資産税 

 償却資産に係る固定資産税について、特に機械装置への課税は米国やカナダ

の一部の州などで行われているのみであり、わが国製造業が競合するアジア近

隣諸国において例がなく、極めて稀な税となっている。廃止を含め抜本的な見

直しを行うべきであり、少なくとも新規取得した機械装置については固定資産

税を免除すべきである。また、残存価額の廃止等、法人税の課税所得の計算方

法との整合性を図るべきである。 

 

⑥ 事業所税 

 従業者割は法人事業税付加価値割や法人住民税均等割と同様、賃金・雇用へ

の課税となっており、安倍政権が進める政労使の取り組みに逆行している。ま

た、資産割は固定資産税及び都市計画税との二重課税である。他の税目と整理・

統合すべきである。 

 

(3) 租税特別措置 

 租税特別措置は、その適正化という観点から議論をしていくべきである。よ

って、見直しをする際には、将来の国のあり方を見据えた上で、そのあり方を

明確にすることが必要であり、また国際競争におけるイコールフッティングの

視点が非常に重要である。あるべき国の姿を想定した上で、国際競争力をいか

に強化するかという視点が成長戦略には欠かせない。 

 したがって、今日の政策に照らしてその効果や役割を見直すのは当然である

が、特に国際的な動向も十分に把握した上で、わが国の将来を支えるために必

要なもの、国際的イコールフッティングを実現するために不可欠なものは、維

持・拡充や本則化・恒久化すべきであり、逆に役割を終えたものは廃止すべき

である。 
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① 研究開発税制 

 今年 6月に閣議決定された「日本再興戦略 改訂 2014」や「科学技術イノベー

ション総合戦略 2014」でも述べられているように、少子高齢化が進む我が国が、

今後 30年、50年経っても世界経済をリードする存在であり続けるためには、科

学技術イノベーション立国として、常に技術革新を生み出していく必要がある。

そのためには研究開発が生命線となるが、特にわが国では、組織別研究費負担

割合において民間企業の占める割合が 81%と、他国（英国：50.１%、ドイツ：66.4%、

米国：67.5% 等）に比べ高いことから、民間の研究開発投資を促進することが

極めて重要となっている。研究開発税制は、こうした政策目的を達成するため

の必須のツールとして機能しており、企業の研究開発投資を支えている。研究

開発税制は、控除額に対し企業の研究開発投資を約 2.3 倍押し上げる効果があ

るとの実証研究もある。 

 とりわけ「総額型」はわが国で研究開発活動を継続的に行うこと自体への重

要なインセンティブとなっており、その果たす役割は非常に大きく、不可欠な

制度である。今年 6 月の政府税制調査会取りまとめにおいては「試験研究費の

増加」にこそ価値があり、税制上のインセンティブを付与する対象として相応

しいとの発想が読み取れるが、平成 14 年 11 月の政府税制調査会答申において

は「研究開発の分野でも合理化・効率化が進められる中で、研究開発支出が増

加した場合に税額控除を行う制度が有効に機能しなくなっている一面があるこ

とから、研究開発支出の総額の一定割合を控除する制度を導入する」とされ、

平成 15年度から「総額型」が導入された経緯に留意すべきである。また、諸外

国では法人税率を引き下げる一方、産業競争力強化の必要性から、研究開発税

制の継続・深掘りを実施している。国際的なイコールフッティングの観点から

見れば、控除上限については、英国、フランス、中国、韓国は無制限であり、

繰越期限についても英国無期限、米国は 20年、中国・韓国は 5年となっている。 

 よって、研究開発税制については、平成 26年度末に期限を迎える税額控除限

度額の時限的引き上げ措置（法人税額の 20％から 30％）や研究開発費の範囲も

含め、現行制度を維持・拡充すべきであり、競争力強化に資するものは、本則

で措置すべきである。 

 さらに、ベンチャー企業を含む他の民間企業や大学、公的研究機関等が持つ

技術やアイデアを取り込むことによって新しい価値を創出するオープンイノベ

ーションを後押しすべく、控除率の大幅な引き上げや特別試験研究費の範囲拡

大などによって、特別試験研究費税額控除制度を拡充すべきである。 
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 なお、欧州諸国においては近年、知的財産権に起因する所得について低税率

又は所得控除を適用する、いわゆるパテントボックスを相次いで導入している。

わが国の研究開発拠点としての立地競争力を維持・強化するためにも、当該制

度の創設に向け検討すべきである。 

 旧公益法人から移行した一般社団・財団法人の学術研究用資産については、

研究開発法人の機能強化の観点から、固定資産税を非課税とすべきである。 

 

② その他の租税特別措置 

 研究開発税制の他にも、資源・エネルギー関連税制、国際海運、災害復興・

防災等、わが国の将来を支えるために必要なもの、国際的イコールフッティン

グを実現するために不可欠なものは、維持・拡充すべきである。 

 

(4) 欠損金の繰越控除制度 

 欠損金の繰越控除制度の趣旨は、企業活動が期間を定めずに継続的に行われ

るのに対し、法人税の課税所得は事業年度を定めて計算されるため、法人税負

担の平準化を図ることにあり、諸外国にも広く存在するものである。 

 その中でも、繰越期間について日本の 9年というのは、欧州主要国の無期限、

米国の 20年に比べ劣後しており、対日直接投資促進の観点においても、欠損金

の繰越期間が短いことがグローバル企業におけるアジアでの立地選択において、

競争上不利になっていることから、繰越期間を延長すべきである。また、当期

控除額の範囲（所得の 80％）についても、累積欠損からの早期回復により次な

る成長を図るという観点から、少なくとも現行制度を維持すべきである。 

 

(5) 受取配当益金不算入制度 

 受取配当金への課税は、課税済みの所得の分配に対する二重課税である。ま

た、受取配当益金不算入制度は、諸外国においても広く導入されている制度で

あり、英国やドイツ等は出資比率にかかわらず益金不算入が認められている。

本来は益金不算入割合を引き上げるべきであり、国際競争におけるイコールフ

ッティング及び事業再編の円滑化の観点から、少なくとも現行制度を維持すべ

きである。 

 法律上、議決権保有を制限されている業界があり、持株比率が低いことをも

って課税を強化することとなると特定業界に負担が集中し、ひいては証券市場

への悪影響が懸念される。また、成長戦略を加速化・深化するために施行され
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た「産業競争力強化法」において、産業の新陳代謝を促進する為の措置として

事業再編の円滑化が図られ、事業再編促進税制も措置されるなど、複数企業に

おける事業統合による競争力の強化、持続的成長が目指されている中、25％よ

りも高い持株比率の株式からの配当にまで課税を及ぼすことは、国の成長戦略

を否定するものといわざるを得ない。 

 

(6) 減価償却制度 

 減価償却は、資産の耐用年数にわたり、収益と対応する形で実態に即して費

用配分が行われなければならない。会計処理では、ＩＦＲＳにおいても定率法、

定額法ともに認められる方法である。償却による投資コストの回収は企業の競

争力に大きな影響を与えることから、定率法の廃止は新規設備投資を抑制する

恐れがある。あわせて、経済の活性化と国際競争力におけるイコールフッティ

ングの観点から平成 19年度改正で定率法が導入された経緯も踏まえる必要があ

る。この点から、現行の定率法を維持すべきである。 

 

(7) 国際課税  

① BEPS（Base Erosion and Profit Shifting：税源浸食と利益移転） 

 経済のグローバル化に対応した新たな国際課税ルールを構築すべく、

OECD/G20においてBEPSへの対応が議論されている。わが国経済界としては、BEPS

プロジェクトにおいて、引き続き、経済交流の促進と適正な課税の確保という

国際課税制度の本来の趣旨を踏まえたバランスの取れた議論が行われることを

期待する。経団連としては、今後とも積極的にプロジェクトに貢献していく。 

 BEPS行動計画は 15の項目から成るが、その内容は多岐に渡り、また相互に密

接に関連する。執行に際しての関係国間の協調も欠かせない。今後、行動計画

のうち、成果物が公表されたものについては、国内法制化が検討されることに

なると考えられるが、他の行動計画との整合性、諸外国の動向、納税者の事務

負担に十分留意しつつ、わが国の立地競争力の低下につながることのないよう

慎重に制度設計を進めるべきである。 

 

i) 移転価格税制 

 多国籍企業は今後、新たに国別報告、マスターファイルの作成が求められる

ことになるが、各国はこれら文書はあくまでもハイレベルなリスク評価のツー

ルであることを踏まえた執行を行うべきである。万一、海外での課税強化に繋
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がるような場合には、相互協議による二重課税防止が着実に実行されるように

すべきである。また、国別報告については、機密情報保護の観点から、租税条

約の情報交換規定等により各国の税務当局間で共有する方式とすべきである。

文書化に係る法改正については、施行まで十分な準備期間を設ける必要がある。 

無形資産については、定義、帰属について一定の明確化が図られたが、価値の

測定については課題が残されている。国内法制化・事務運営要領の整備等に際

しては、納税者の意見を十分に踏まえるべきである。 

 移転価格税制については、この他、事前確認及び相互協議の一層の迅速化・

効率化を行うとともに、国外関連者要件の見直し（実際には支配権が及ばない

株式保有比率 50％の場合を除外し 50％超とする）等を行うべきである。わが国

課税庁による国内における移転価格税制の執行については、一層、納税者にと

って透明性、納得性を高めるべきである。 

 

ⅱ）ハイブリッド・ミスマッチ取り決め等 

 ハイブリッド・ミスマッチ取決めへの対抗策として、他国における課税上の

取り扱いを踏まえ自国における課税上の取り扱いを定めるリンキング・ルール

の導入が提案されているが、納税者が他国の課税上の取扱いを正確かつタイム

リーに把握することは容易ではない。法制化に際しては、すべてのハイブリッ

ド金融商品・事業体を規制対象とするのではなく、濫用的な取決めの防止に焦

点を絞るべきであり、関連者の範囲も現実的なものとすべきである。 

 なお、政府は現在、この議論の一環として、損金算入配当につき配当免税を

否認することを提案しているが、事業者に与える影響を踏まえ、慎重に検討す

べきである。仮に法改正が不可避な場合でも、施行まで一定の準備期間を置く

とともに、当該支払に係る二重課税排除措置を講じるべきである。 

 外国子会社からの配当については、国内への資金還流促進の観点から、益金

不算入割合を引き上げるべきである。 

 

② 租税条約 

 日本再興の鍵は、グローバル経済の中で成長を勝ち取ることである。このた

め、TPPを始めとする経済連携協定の推進により貿易・投資を活性化して海外需

要を取り込むとともに、円滑な海外事業活動を担保する租税条約ネットワーク

を拡充することが極めて重要である。租税条約の拡充により国際的な二重課税

の排除を行うことは、わが国企業の海外における安心かつ確実な事業展開の大
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前提であり、そのための相手国における執行体制の整備・確立への協力も欠か

せない。また、投資所得に係る源泉地国課税を軽減することは、海外からの資

金還流および国内における再投資という好循環の実現に資する。 

 中国、インド、タイ、インドネシア、ベトナム、ブラジル、ドイツ、ロシア、

シンガポール、韓国、マレーシア等との租税条約を改定するとともに、台湾、

ミャンマー、チリ、アルゼンチン、ベネズエラ、コロンビア、ナイジェリア、

モンゴル等の未締結国・地域との租税条約締結交渉を推進すべきである。 

 その際、移転価格税制に係る対応的調整規定・仲裁規定、親子間配当および

貸付金利息に係る源泉徴収の免除規定、使用料に係る源泉徴収の減免規定等を

盛り込むことが重要である。 

 なお、現在、BEPS プロジェクトにおいて、条約関連の紛争解決メカニズムの

効率化が検討されており、歓迎する。実効性のある対策が打ち出されることを

強く期待する。 

 条約の濫用防止は当然だが、新たな租税回避防止策が通常の事業活動を阻害

しないよう、また、事務負担が過大とならないよう、十分な配慮が必要である。 

 

③ タックスヘイブン対策税制 

ⅰ）トリガー税率の引き下げ 

 タックスヘイブン対策税制（CFC 税制）については平成 22 年度税制改正でト

リガー税率の引き下げ（25％→20％）が行われたが、その後も世界各国で法人

実効税率の引き下げが行われており、主要国がトリガー税率に抵触する状況が

再び生じている。とりわけ、英国の法人税率が来年 4 月より 20％へと引き下げ

られる予定であることから、多くの現地子会社を有する日本企業への影響が大

きい。 

 現在、CFC 税制については BEPS プロジェクトでも議論されており、無論、そ

の動向には十分、留意する必要があるが、わが国企業の競争力強化の視点も極

めて重要であり、必要な法改正は果敢に実施すべきである。日本企業の海外に

おける正常な事業展開に影響を及ぼさないよう、また、租税負担割合の判定等

に係る事務負担を軽減する観点から、現行のトリガー税率を少なくとも 18％ま

で引き下げるべきである。 
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ⅱ）適用除外基準の見直し 

 また、以下の事例においては、事業者に租税回避的な意図がないにも係らず、

形式的に CFC 税制の適用除外基準を満たすことができないため、合算課税のリ

スクが生じている。 

 

・ロイズ保険事業 

 英国・ロイズにおいて保険事業を行う場合、ロイズ法に規定された組織形態、

すなわち事業運営法人(マネージング・エージェント)とリスク引受法人(法人メ

ンバー会社）の分離が義務付けられており、当該法規則に則って設立された法

人については、現行の適用除外基準（実体基準、管理支配基準、非関連者基準）

を満たせない恐れがある。 

 

・航空機リース事業 

 特定外国子会社等が航空機の貸付を主たる事業とする場合、所在地国におい

て事務所、従業員を有し、実態ある事業活動の結果収益を獲得していたとして

も、事業基準を満たすことができない。一方、米国等、主要国の CFC税制では、

航空機リースであっても能動的な事業活動がある場合は適用除外が認められて

おり、本邦企業が競争上不利な状況となっている。 

 

・内国法人が被統括会社の場合 

 海外の統括会社が外国法人のみならず内国法人に対しても統括業務を提供す

る事例があるが、現行法令では被統括会社の範囲が外国法人に限定されている

ため、被統括会社株式の帳簿価額の合計額が規定水準に達しない場合があり、

事業基準を満たすことができない。 

 

 これら実態に適合しなくなっている適用除外基準については、わが国企業の

国際競争力が減退することのないよう、速やかに必要な見直しを行うべきであ

る。また、資産性所得の合算課税についても、これに対応し、所要の修正を行

うべきである。 

 

ⅲ）海外における組織再編成への対応 

 実質税負担率の計算における海外での組織再編等の取扱いについては、昨今、

一定の明確化が図られ、評価する。今後は、事業再編を円滑に進める観点から、
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英国における制度を参考に、一定期間、合算課税を猶予する措置についても検

討を行うべきである。 

 

④ 外国税額控除 

 外国税額控除制度における繰越限度超過額及び控除余裕枠の繰越期間は３年

と短いため、期間の経過により国際的な二重課税が排除されない可能性が依然

として残されている。企業の海外活動の制約とならないよう、繰越期間を延長

するなど、適切な措置を講じるべきである。 

 

⑤ 帰属主義 

 平成 26 年度税制改正により、国際課税原則が総合主義から帰属主義へと移行

することとされた。国内法の大幅な改正であることを踏まえ、適用開始が平成

28 年度からと周知、準備期間が置かれた点は評価する。 

 本改正は外国法人のみならず、内国法人に対しても、外国税額控除限度額に

おける国外所得金額の算定など、大きな影響を及ぼすことから、既に公表され

ている法令・通達に加えて、今後も個別規定の具体的な適用について、必要に

応じさらなる明確化を行うなど、円滑な施行に向けた所要の対応を図るべきで

ある。 

 

⑥ 国境を越えた役務の提供に対する消費税 

 国境を越えた役務の提供に対する消費税については、平成 27 年度税制改正に

て確実に所要の措置を講じるべく、政府税制調査会にて一定の方向性が出され

ており、これに沿った具体的な制度設計を進めるべきである。 

 BtoC 取引については、国外事業者に対して適正な申告納税を確保するための

制度構築が必要である。また、BtoB 取引については、見かけの価格差が生じな

いようビジネスの実態に即した通知義務を課す、内外判定基準の見直しによる

事業者の追加的な事務負担が生じないようにする等、実務への十分な配慮が必

要である。リバースチャージ方式についても、本来、消費税は原則として役務

提供する者が納税義務を負うべきものであるところを、国内の課税事業者に申

告・納税義務を負わせることになるため、申告対象から除外する規定の適用を

大多数の事業者が受けられるような制度設計を行うべきである。 
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(8) その他、法人課税にかかる項目 

① 当初申告要件の見直し 

 平成 23 年 12 月改正により、控除可能な金額が当初申告の際に記載された金

額に限定される「控除額の制限」がある措置について、修正申告又は更正の請

求により正当額まで控除額を増額させることができることになった。しかし、

課税庁による増額更正の場合は控除額を増額することができず、バランスを欠

いている。増額更正の場合も控除額の増額を認めるべきである。 

② 特定同族会社の留保金課税の廃止 

 企業の経営戦略における自己資本の充実の観点から、特定同族会社の留保金

課税は廃止すべきである。 

③ 投資法人等における税会不一致による二重課税の防止 

 税務と会計の取扱いの差異により、導管体であるにもかかわらず、投資法人

および特定目的会社等において発生してしまう二重課税を回避する措置を導入

すべきである。 

④ 原料用途免税の本則非課税化 

 石油石炭税・揮発油税の免税・還付措置、石油石炭税の免税措置については、

そもそも諸外国ではこれら原料に課税している例はないため、国際的なイコー

ルフッティングの観点から、原料用途免税を本則非課税化すべきである。 

⑤ 日本貿易保険(NEXI)の特殊会社化に伴う税制上の所要の措置 

 貿易保険は、民間の保険では対応できない貿易投資のリスクをカバーし、資

源・エネルギーの安定供給の確保や大規模インフラの輸出等に貢献するなど、

公共性が高い。安倍政権のインフラ輸出等の取り組みを引き続き後押しすべく、

独立行政法人日本貿易保険の特殊会社化に伴い、新たな税負担が生じないよう、

所要の措置を講じるべきである。 

 

２．自動車関係諸税の簡素化・負担軽減 

 自動車関係諸税は、欧米諸国と比べ極めて過重なユーザー負担が課されてき

た。特に、道路整備目的で創設された自動車取得税と自動車重量税は、道路特

定財源が平成 21 年度に一般財源化された時点で既に課税根拠を喪失しており、

さらに自動車取得税は消費税と、自動車重量税は自動車税との二重課税となっている。 

 こうした中、平成 26年度の税制改正も踏まえ、消費税率 10％への引き上げの

影響も念頭に、次の見直しを進めるべきである。 

 自動車関係諸税については簡素化、自動車ユーザーの負担軽減、グリーン化
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の観点から見直すべきである。具体的には、消費税率 10％時点において自動車

取得税を確実に廃止するとともに、併せて導入される自動車税環境性能課税に

ついては、廃止される自動車取得税の付け替えとならないよう、最低限の負担

となる制度設計とすべきである。自動車重量税については、将来的な廃止を含

め軽減の方向で見直しを行うべきであり、少なくとも本則税率に上乗せされた

「当分の間税率」は、廃止すべきである。また、エコカー減税（自動車取得税、

自動車重量税）の拡充・延長、自動車税グリーン化特例の拡充等を検討すべき

である。平成 28年度から適用される軽自動車に対する重課と併せて検討される

軽課措置については、重課と見合う減税規模とすべきであり、二輪車の軽自動

車税は、増税対象を平成 27 年度以降に新規取得する新車のみとすべきである。 

 

３．エネルギー関係諸税 

(1) 地球温暖化対策税の抜本的な見直し 

 現在わが国では、原子力発電所の稼働停止を受けた化石燃料輸入の増加、円

高修正、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始などを受け、エネルギ

ー価格が上昇傾向にあり、今後ますます上昇することが懸念されている。平成

24 年 10 月から導入されている地球温暖化対策のための税は、これに拍車をか

けており、回復基調にある我が国経済の足かせとなるおそれがある。 

 また、東日本大震災後の状況変化により、当初の見積もりを超える税収があ

る一方、徴収されたまま一般会計に留保され温暖化対策に活用されていない税

収や、エネルギー特別会計に繰り入れられても使用されず、翌年に繰り越され

ている税収もある。 

 そもそも地球温暖化の防止を経済成長と両立させつつ実現するための鍵は技

術である。しかし、地球温暖化対策のための税は、逆に技術開発の原資を奪う

ばかりか、エネルギー効率が相対的に低い他国へ生産を移転させ、地球全体で

は却って温暖化を助長し、国内産業の空洞化につながる懸念がある。 

 地球温暖化対策のための税は、課税の廃止を含め、抜本的に見直すべきであ

る。ましてや、地球温暖化対策税収の使途拡大（森林吸収源対策への充当や地

方の地球温暖化対策に充当するための税源移譲等）や森林吸収源対策等のため

の新税の創設等を行うべきではない。 

(2) 石油関係諸税の負担軽減 

 消費税と石油関係諸税（揮発油税、地方揮発油税）の関係は Tax on Tax とな

っており、早期に解消する必要がある。そもそも石油関係諸税は、自動車関係
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諸税と同様、平成 21 年度に一般財源化された時点で課税根拠を喪失しており、

負担の軽減が不可欠である。少なくとも「当分の間税率」を廃止すべきである。 

 また、軽油引取税に係る課税免税措置を延長すべきである。 

 

４．住宅税制 

 住宅価格は高額であり、その分、消費税負担が重くなる。また、駆け込み需

要や反動減により、価格や需給が不安定になれば、消費者が安心して住宅を買

うことは難しくなる。あわせて、住宅投資は、経済や他産業への高い波及効果、

雇用の創出効果等を有している。一方で、消費税率８％への引上げに伴い、戸

建て注文住宅の受注は昨年 10月以降、２ケタの大幅な落ち込みが継続している。

これらを踏まえ、消費税率の 10％への引上げに際しては、住宅の取得に係る負

担を増加させないよう、実効性ある措置が必要であり、税制に関しては、少な

くとも、以下の措置を講ずるべきである。 

(1) 住宅取得等資金の贈与に係る特例の延長・拡充 

 住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例について、非課税限度額を拡充し

た上で延長するとともに、相続時精算課税の特例について、適用期限を延長す

べきである。 

(2) 固定資産税の住宅用地特例の維持 

 住宅用地にかかる固定資産税について、住宅用地特例割合を維持すべきである。  

(3) 住宅に係る特例措置の延長・拡充 

   ・住宅および土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例 

    ・宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例 

    ・建物・土地に関する登録免許税の特例 

  ・サービスつき高齢者向け賃貸住宅に関わる税制の特例 

 

５．土地・都市税制 

(1) 特定事業用資産の買い換え特例の延長・拡充 

 本特例は、企業の事業再編等に係るコストを低減させ、設備投資の促進や経

済活力の向上に寄与しており、また、広範な業種に活用され、地域の企業立地・

産業立地の転換、地域経済の振興にも貢献していることから、適用期限を延長・

拡充すべきである。  

(2) 土地に係る固定資産税の負担軽減 

 固定資産税の過大な負担は企業の事業コストを増大させ、収益力向上の足か
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せとなっている。バブル崩壊以降、地価は下落しているにも拘らず、固定資産

税の実質的な負担は上がり続けており、重税感が相当高まっている。平成 27年

度の評価替えの際に、商業地等への過重な負担を解消するなど土地に係る固定

資産税の負担を軽減すべきである。 

 具体的には、負担水準が 70％超となる土地について、課税標準の上限を評価

額の 70％とし、負担水準が 60％以上－70％以下となる土地について、課税標準

を前年度課税標準額に据え置く負担調整措置を維持するとともに、現行の条例

減額制度を延長すべきである。 

(3) 都市再生促進税制の延長をはじめとする各種特例措置の延長・拡充等 

 わが国が持続的な成長を遂げるには、民間のノウハウや資金を活用し、土地

や建物の有効利用、流動化を図りつつ、都市・地域を活性化させることが不可

欠である。かかる観点から、都市再生促進税制を延長するとともに、以下に掲

げる各種特例措置の延長・拡充等を行うべきである。 

 ・土地の売買等に係る登録免許税の特例 

 ・土地、住宅に係る不動産取得税の特例 

 ・市街地再開発事業に係る特例 

  ・PFI等民間活力の活用促進に資する税制 

  ・Jリート等が取得する不動産に係る特例 

(4) 地価税、土地譲渡益重課制度、特別土地保有税の廃止 

 土地バブルの抑制という政策目的が失われていることから、課税が停止され

ている地価税および法人の土地譲渡益重課制度、特別土地保有税（徴収猶予中

の税を含む）を速やかに廃止すべきである。本制度の廃止は、事業者の予見可

能性を向上させ、不動産取引の活性化につながる。 

 

６．印紙税の見直し 

 平成 25年度税制改正において、不動産譲渡契約書、建設工事請負契約書に係

る印紙税の軽減措置の延長・拡充、受取書に係る免税点の引き上げが行われた

が、そもそも、近年、インターネット電子商取引が一般化し、経済取引のペー

パーレス化が著しく進展する中、紙を媒体とした文書のみに課税する印紙税は

合理性が失われている。本来的には廃止すべきであり、少なくとも一層の負担

軽減を図るべきである。 
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７．金融・証券税制 

 金融所得課税については、高齢化社会における金融資産の効率的な運用、金

融資本市場の活性化、企業の円滑な資金調達等の観点から、実務面の課題に十

分配慮しつつ、今後も、さらなる一元化を推進すべきである。あわせて、番号

制度、とりわけ個人預金口座へのマイナンバーの付番に関しては、その制度設

計に際して、国民がそのメリットを実感できるものとするとともに、金融機関

の実務負担に十分配慮すべきである。 

 NISA（少額投資非課税制度）については、家計の金融資産の有効活用及び国

民の自助努力による資産形成を促すため、さらに拡充すべきである。具体的に

は、NISA を通じ、若年層への投資の普及及び世代間の資産移転等を促す観点か

ら、未成年者にも利用可能な NISA 制度（ジュニア NISA）を創設すべきである。

また、NISA の非課税投資枠、非課税期間および投資可能期間の拡充などを行う

べきである。 

 個人投資家が受け取る配当については、本年１月から上場株式等に係る配

当・譲渡益の税率が引き上げられたことも踏まえつつ、法人・個人間における

二重課税の調整を一層図る必要がある。 

 

８．年金・保険税制 

(1) 企業年金税制 

 公的年金の給付水準は、マクロ経済スライドの発動に伴い低下するなかで、

老後の所得確保を図る観点から、企業年金の普及・拡大がますます重要となる。 

 確定拠出年金（DC）については、確定給付企業年金には無い税制上の制約が

導入・拡充の妨げになっており、拠出限度額の大幅な引き上げ、中途引き出し

要件の見直しなどを図るべきである。 

 さらに、退職年金等の積立金に係る特別法人税は、平成 26年度税制改正にお

いて課税凍結措置が延長されたが、上記企業年金の拡充の方向性と逆行するも

のであり、国際的にも稀な税であることから、速やかに廃止すべきである。 

(2) 生命保険料控除の拡充 

 社会保障における国民の自助の取り組みを支援する観点から、生命保険料控

除制度を拡充すべきである。 

以 上 



参 考 資 料



1



 

 （出所）申告の集計データに基づき財務省で作成 

 

資本金別の欠損法人割合の推移 

繰 欠 控除 制限
(24 年 4 月以降
開始事業年度：
100％→80％)の
改正により、欠
損法人減少 

2



○ 足下、課税対象法人の４分の３が赤字法人。

○ 欠損金の繰越控除制度の見直し（23改正）で 24 年度は大法人の欠損法人割合は３割程度に減少。

資本金階級別利益計上法人・欠損法人割合（平成 24年度）

50.36% (626社)

70.12% (798社)

70.14% (552社)

70.12% (2,370社)

65.04% (10,739社)

47.52% (21,589社)

41.21% (120,735社)

30.27% (223,454社)

25.00% (305,168社)

31.00% (63,700社)

29.68%  (749,731社)

49.64% (617社)

29.88% (340社)

29.86% (235社)

29.88% (1,010社)

34.96% (5,773社)

52.48% (23,842社)

58.79% (172,218社)

69.73% (514,717社)

75.00% (915,747社)

69.00% (141,754社)

70.32% (1,776,253社)

連結

資本金100億円超

資本金100億円以下

資本金50億円以下

資本金10億円以下

資本金1億円以下

資本金5,000万円以下

資本金1,000万円以下

資本金500万円以下

資本金100万円以下

合計

(出所)  会社標本調査（国税庁）

(2,525,984社)

(45,431社)

(292,953社)

(738,171社)

(1,220,915社)

(205,454社)

(16,512社)

(787社)

(3,380社)

(1,138社)

(1,243社)

利益計上法人 欠損法人

(27.68％)

(45.51％)

(39.91％)

(28.27％)

(22.74％)

(29.22％)

(52.90％)

(57.26％)

(56.97％)

(52.87％)

(35.73％)

(2,525,984社)

(45,431社)

(292,953社)

(738,171社)

(1,220,915社)

(205,454社)

(16,512社)

(787社)

(3,380社)

(1,138社)

(1,243社)

利益計上法人 欠損法人
平成23年度

利益計上法人割合
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日本 

（2012 年度） 
アメリカ 

（2010 年） 
イギリス 

(2011 年度) 
ドイツ 

（2009 年） 
韓国 

（2011 年） 

利益法人 
76 万社 311 万社 98 万社 41 万社 25 万社 

(28%) (54%) (52%) (44%) (54%) 

 欠損法人等 （注１） 
197 万社 269 万社 91 万社 52 万社 21 万社 

(72%) (46%) (48%) (56%) (46%) 

 全法人合計（注２）         
273 万社 580 万社 189 万社 93 万社 46 万社 

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

（注 1） 「欠損法人等」とは、所得金額が負又は０となる法人（＝欠損法人）及び繰越欠損金を控除した結果所得金額が０となる法人をいう。 

（注 2） 法人数は、日本は確定申告のあった事業年度数（清算確定分を除く。）、アメリカ・イギリス・ドイツ・韓国は法人税申告書数による。なお、アメリカについ
ては、いわゆる S法人（約 413万社）を含む。ドイツについては、法人形態をとらず、構成員の所得の段階でのみ課税される事業体（いわゆる人的会社；
約 41 万社（統計の制約上、付加価値税登録者に限られる））が別途存在する。 

（出典） 日本：国税庁統計年報、アメリカ：内国歳入庁統計資料、イギリス：歳入関税庁統計資料、 ドイツ：連邦統計局統計資料 、韓国：国税庁統計資料。 

 

法人数と利益法人割合の国際比較 

○ 我が国における利益計上法人割合は、諸外国と比較して極端に低い。 

○ 企業間の税負担のバランスの問題として、一部の黒字企業に税負担が集中しているものと考えられる。諸外国は 

より広い企業が負担している。 
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欠損法人の状況

○ ４５％の法人が７期連続欠損、６割程度が５期以上欠損。

○ 資本金１億円超の大法人でも１割が７期連続欠損、４分の１程度が５期以上欠損。

（出所）申告の集計データに基づき財務省で作成 5



法人の欠損の状況、繰越控除の適用期数

0 欠損法人の多くは、欠損金の繰越控除を適用している。
o 7期全て欠損の中小企業(資本金1億円以下)のうち約半数が、 7期のうち3期以上欠損金の繰越控除を
適用して、課税所得がゼ、ロとなっている。

法人の欠損の状況

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
資本金300万円以下 1，000万円以下 3，000万円以下 1億円以下

(出所)申告書の集計データに基づき財務省により作成

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

.3乃」期欠損 50% 

.5%1-寸期欠損 40% 

30% 

欠損 t 20% 

• 
;J110% 

1 0% 

全て繰超控 ， 

7期全て欠損の法人の状況 匂用盟品(伊i

2期黒字(繰鑓

控除適用)

5期赤字(欠鍋

金額の計上)

1期黒字(繰越

控除適用)

6期赤字(欠損
金額の計よ)

1億円超 l 資本金300万円以下 1.000万円以下 3.000万円以下 1億円以下 1億円超
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資本階級別・課税所得階層別の法人数

【出典：平成24年度道府県税の課税状況等に関する調】

資本金 法人数計

課税所得別法人数 課税所得
5,000万円超

の比率欠損 1,000万円以下
1,000万円超
5,000万円以下

5,000万円超
1億円以下

1億円超
10億円未満

10億円超

100億円以上 1,565  806  58  18  12  107  564  43.6%
100億円未満
50億円以上

1,003  470  43  11  19  132  328  47.8%
50億円未満
10億円以上

4,409  1,946  247  154  113  1,017  932  46.8%
10億円未満
1億円超

18,125  8,437  979  1,476  1,150  4,966  1,117  39.9%

1億円以下 2,428,646  1,733,628  543,799  106,541  21,588  21,975  1,115  1.8%
1億円以下

5,000万円以上
67,848  35,476  9,460  9,188  4,555  8,450  719  20.2%

5,000万円未満
1,000万円超

287,191  175,133  64,767  31,117  8,171  7,750  253  5.6%

1,000万円 603,092  424,872  132,008  35,454  6,174  4,468  116  1.8%

1,000万円未満 1,470,515  1,098,147  337,564  30,782  2,688  1,307  27  0.3%

計 2,453,748  1,745,287  545,126  108,200  22,882  28,197  4,056  2.2%

課税所得5,000万円超（※）の中小法人は約4.5万社（中小法人全体の1.8％）
資本金5,000万円以上でみると、約1.4万社（20.2％）

約1.4万社約4.5万社
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